
鹿嶋市告示第２９号 

 

令和６年度鹿嶋市木造住宅耐震診断事業実施要領を次のとおり定める。 

 

   令和６年３月２５日 

 

鹿嶋市長 田 口 伸 一    

 

令和６年度鹿嶋市木造住宅耐震診断事業実施要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は，鹿嶋市建築物耐震改修促進計画に定める耐震診断・改修の促進

を図るための支援策として，市内に存する木造住宅の所有者又は所有者と同居する

家族が耐震診断を受けようとする場合に，市長が茨城県木造住宅耐震診断士を派遣

して当該耐震診断を実施することにより，耐震診断・改修を促進し，もって災害に

強いまちづくりを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）木造住宅 一戸建ての住宅（店舗，事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅に

あっては，住宅以外の用途の床面積が過半でないもの）であって，次に掲げる

要件を満たすものをいう。 

ア 主要構造部（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第５号に規

定する主要構造部をいう。）に木材を用いたものであること。 

イ 在来工法（土台，柱，はり，筋かい等を用いて建築物を組み立てる工法を

いう。）により建築されたものであること。 

（２）耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断

と補強方法」に基づき，茨城県知事が認定した木造住宅耐震診断士（以下「耐

震診断士」という。）が木造住宅の耐震性を評価することをいう。 

（対象となる住宅） 

第３条 耐震診断の対象となる木造住宅（以下「対象木造住宅」という。）は，次の各

号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

（１）鹿嶋市内に存すること。 

（２）昭和５６年５月３１日以前に着工していること（同日以前に着工しているも

のであって，同日後に増築が行われたものを含む。）。 

 （３）２階建て以下であること。 

 （４）過去に市長が実施する耐震診断を受けていないこと。 



２ 前項第２号に掲げる要件に該当するかどうかの確認は，建物登記日，課税年，建

築工事請負契約日，建築確認日等により行うものとする。ただし，建築確認日によ

り確認する場合は，建築確認日から建築工事完了日までの期間が著しく長期にわた

らないものとする。 

 （対象者） 

第４条 耐震診断士の派遣を受けることができる者は，対象木造住宅の所有者又は当

該所有者と同居する者であって，市税等に未納がないものとする。 

（申込手続） 

第５条 木造住宅の耐震診断を受けようとする者は，個人木造住宅耐震診断申込書（ 

様式第１号）を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。 

（派遣の決定） 

第６条 市長は，前条の規定による申込みがあった場合は，当該申込みの内容を審査

し，耐震診断士を派遣することを決定したときは鹿嶋市木造住宅耐震診断士派遣決

定（変更）通知書（様式第２号）により，耐震診断士を派遣しないことを決定した

ときは鹿嶋市木造住宅耐震診断士を派遣しない旨の通知書（様式第３号）により，

当該申込みをした者に通知するものとする。 

２ 市長は，前項の規定による決定の内容に変更が生じたときは，当該通知の内容を

変更することができる。 

（派遣の辞退） 

第７条 耐震診断士の派遣が決定した者（以下「派遣決定者」という。）は，耐震診断

士の派遣を辞退しようとするときは，速やかに鹿嶋市木造住宅耐震診断士派遣辞退

届（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（派遣の取消し） 

第８条 市長は，派遣決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，第５

条第１項の規定による派遣の決定を取り消すことができる。 

（１）虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。 

（２）その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 市長は，前項の規定により派遣の決定を取り消したときは，鹿嶋市木造住宅耐震

診断士派遣取消通知書（様式第５号）により，派遣決定者に通知するものとする。 

（派遣費用の負担） 

第９条 派遣決定者は，耐震診断に要する費用（以下「負担金」という。）として１棟

当たり１，０００円を市長が指定する方法により速やかに納付するものとする。 

（耐震診断士の派遣） 

第１０条 市長は，前条の規定により派遣決定者から負担金が納付されたときは，耐

震診断士を派遣するものとする。 

（結果報告） 

第１１条 耐震診断士は，耐震診断を実施したときは，その結果を市長に報告しなけ



ればならない。 

２ 市長は，耐震診断の結果を鹿嶋市木造住宅耐震診断結果報告書（様式第６号）に

より，派遣決定者に通知するものとする。 

（派遣決定者に対する指導） 

第１２条 市長は，鹿嶋市木造住宅耐震診断結果報告書に基づき当該住宅の地震に対

する安全性の向上が図られるよう，派遣決定者に対して必要な指導及び助言をする

ことができる。 

（守秘義務等） 

第１３条 耐震診断士は，当該耐震診断の業務に関し知り得た個人情報を漏らしては

ならない。 

２ 耐震診断士は，次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）派遣決定者に不必要な改修を勧めること。 

（２）その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。 

（その他） 

第１４条 この要領に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

 

附 則  

 この告示は，令和６年４月１日から施行する。 



様式第１号（第５条関係）       

  個人木造住宅耐震診断申込書  

年   月   日 

鹿嶋市長        様    

             申請者【住所】                            

             【氏名】                        

                      連絡先（電話番号）  （  ）            

 

下欄の住宅の耐震診断を申し込みます。この申込書に記載の事項は事実に相違ありません。 

   注 意 事 項 

所在地  鹿嶋市  鹿嶋市内にある住宅を対象としています。 

構 造 木 造 
 在来工法により建築された木造が対象となりま

す。 

階 数   階  ３階以上は対象となりません。 

用 途 

□ 専用住宅 

 

□ 併用住宅 （用途：       ） 

 該当する□に「レ」を記入してください。 

 併用住宅の場合は住宅以外の用途を記入してくだ

さい。なお住宅以外の用途の面積が 1/2以上となる

場合は対象となりません。 

面 積 
  平方メートル 

 どちらか一方の単位で記入してください。 

  坪 

建築年月日

（工事着工

年月日） 

     年   月   日 

 昭和５６年５月３１日以前に着工した住宅を対象

としています。詳しい年月日が不明の場合は，分か

る範囲で記入してください。 

増築及び改

修工事の有

無 

□ 有 

（   年  月   日） 

□ 増 築  該当する□に「レ」を記入してください。増築や

構造的な改修工事を行ったことがあれば，分かる範

囲でその時期を記入してください。 

□ 改 修 

□ 無 

住宅の 

居住者 

□ 申請者（家族を含む。） 

□ その他（            ） 

 該当する□に「レ」を記入してください。その他

の場合は申請者との関係を記入してください。 

そ の 他   
 建物の構造について気になることがあれば記入し

てください。 

 

(同意欄） 

私は，都市計画課が市税等の納付状況及び該当建築物の固定資産税に係る課税状況に関する情報

について，耐震診断の実施に必要な範囲で，市税等賦課徴収担当課から提供を受けることに同意し

ます。 

申請者氏名(署名)              （生年月日    年   月   日）        



様式第２号（第６条関係）         

                       第     号  

             年  月  日  

申請者 住所    

   氏名        様 

         

       鹿嶋市長              

         

         

鹿嶋市木造住宅耐震診断士派遣決定（変更）通知書 

         

         

         

     年  月  日付けで申込みのあった耐震診断について，茨城県木造住宅耐震診

断士を派遣することに決定したので，令和６年度鹿嶋市木造住宅耐震診断事業実施要領第６

条第１項の規定により通知します。       

 

          

※耐震診断に係る負担金等については，下記のとおり納付してください。 

 

                  記 

 

１ 納付金額   １，０００円 

 

２ 納付期限       年  月  日（ ） 

（※都合により納付期限までに負担金を納付できない場合は， 

         都市計画課まで御連絡ください。） 

 

３ 納付場所   納付通知書（納付書）兼領収書に記載の金融機関等 

 

４ 今後の予定  負担金の納入が確認でき次第，都市計画課が茨城県木造住宅耐震診断

士を手配します。担当診断士からの連絡があった際は，現地調査の日時

を調整の上，耐震診断を実施してください。 

  



様式第３号（第６条関係）         

                 第     号 

            年  月  日 

申請者 住所    

   氏名         様 

          

         鹿嶋市長              

          

         

鹿嶋市木造住宅耐震診断士を派遣しない旨の通知書 

         

 

      年   月   日付けで申込みのあった耐震診断について，茨城県木造住

宅耐震診断士を派遣しないことを決定したので，令和６年度鹿嶋市木造住宅耐震診断事業

実施要領第６条第１項の規定により通知します。     

    

 

 (理由) 

  



様式第４号（第７条関係）  

年   月   日  

          

  鹿嶋市長           様 

          

        申請者 住所    

          氏名    

        電話番号    

   

鹿嶋市木造住宅耐震診断士派遣辞退届 

          

          

     年  月  日付け   第   号で通知のあった下記の建築物について，

茨城県木造住宅耐震診断士の派遣を辞退するので，令和６年度鹿嶋市木造住宅耐震診断事

業実施要領第７条の規定により届け出ます。      

    

記 

          

１ 建築物の所在地          

          

          

２ 辞退理由   

  



様式第５号（第８条関係）         

            第     号 

            年  月  日 

申請者 住所        

   氏名  様      

        

       鹿嶋市長             

   

         

鹿嶋市木造住宅耐震診断士派遣取消通知書 

         

           

     年  月  日付け   第   号で通知した鹿嶋市木造住宅耐震診断士

派遣について，令和６年度鹿嶋市木造住宅耐震診断事業実施要領第８条第２項の規定によ

り通知します。         

      

          

１ 建築物の所在地         

         

         

２ 取消理由  

  



様式第６号（第１１条関係） 

第     号 

  年  月  日 

申請者 住所       

   氏名      様 

 

       鹿嶋市長        

 

 

鹿嶋市木造住宅耐震診断結果報告書 

 

あなたのお住まいを耐震診断（一般診断）した結果について，令和６年度鹿嶋市木造住

宅耐震診断事業実施要領第１１条第２項の規定により報告します。 

 なお，この報告書は,調査時点での診断状況であるため，その後の経年変化に対しては

十分な維持管理をお願いします。 

          

  あなたのお住まいの構造評点は    です。  

 

 

＜注意事項＞          

① 一般診断は，大地震（震度６程度）での倒壊の可能性（人命の保護に重点）につ

いて診断を行うものと位置付けられています（外壁・ガラス等の破損，建物の傾

斜がないことを診断するものではありません。）。 

（１．０未満の場合）  

評点１．０未満の場合には，大地震時に建物の安全限界変形角を超え，倒壊の可

能性があることを表します。 

（１．０以上の場合）  

評点が１．０以上１．５未満の場合には，「一応倒壊しない」と考えられますが，

あくまでも目視による外観調査に基づく診断結果であるため，様々な不確定要素

（壁内部の仕様，土台及び構造部材の接合部の状況等）が含まれます。最終的には，

精密診断により耐震性を判断することをお勧めします。 

 

② 評点が１．０以上であっても，地震時に倒壊しないことを保証するものではあり

ません。 

 

③ 今回の一般診断は，震災による被災状況を診断するものではありません。診断結

果は，り災証明に関する調査及び地震保険の損害調査に使うことはできません。 


